
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネル状材を支持材に取り付けるためのパネル状材の取付具において、前記パネル状材
は裏面側に 方向に延びる２本の溝部を設けられており、

が該パネル状材の大略厚さ方向に広がって
いるものであって、
　前記支持材に取り付けられる取付具本体部と、比較的に弾性に富む金属板を加工してな
る弾性係合部とを有してなり、
　前記弾性係合部は、大略パネル状材と平行に広がることとなるようにして前記取付具本
体部に取り付けられた基部と、この基部の

立ち上がり部の一部を、前記支持材から遠い側が切り残されるよう
にして他方の 立ち上がり部側に切り起こしてなる弾性を有する係合片と、前記

立ち上がり部の先端からそれぞれ他方の 立ち上がり部と反対側に湾曲された
湾曲部とを有し、前記弾性係合部のうちの前記基部および前記立ち上がり部で構成される
部分は横断面コの字状をなし、前記係合片は切り起こし方向に凹となるように湾曲されて
おり、
　前記 立ち上がり部が前記２本の溝部にそれぞれ侵入し、前記

立ち上がり部が前記パネル状材の前記２本の溝部間の部分を挟むこととなるようにし
て前記パネル状材が前記支持材側に押し込まれると、前記係合片が前記パネル状材に押さ
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れて弾性変形し、前記係合片の先端部が 側壁面に押圧されることを特徴と
するパネル状材の取付具。
【請求項２】
　前記 立ち上がり部の一部を、前記支持材から遠い側が切り残されるようにして、

に切り起こしてなる弾性を有する係合片をさらに有し、
　この係合片の先端部が前記パネル状材の 前記溝部の

側壁面に押圧される請求項１記載のパネル状材の取付具。
【請求項３】
　前記取付具本体部は、前記弾性係合部とは別個に設けられており、

前記パネル状材の裏面側に設けられた溝部内
に侵入して該溝部に当接し、前記パネル状材の重量を支えるパネル状材受け部を有する請
求項１または２記載のパネル状材の取付具。
【請求項４】
　取付具を介してパネル状材を支持材に取り付けるパネル状材の取付構造において、
　前記パネル状材は裏面側に 方向に延びる２本の溝部を設けられていて、

が該パネル状材の大略厚
さ方向に広がっており、
　前記取付具は、前記支持材に取り付けられる取付具本体部と、比較的に弾性に富む金属
板を加工してなる弾性係合部とを有してなり、
　前記弾性係合部は、大略パネル状材と平行に広がることとなるようにして前記取付具本
体部に取り付けられた基部と、この基部の

立ち上がり部の一部を、前記支持材から遠い側が切り残されるよう
にして他方の 立ち上がり部側に切り起こしてなる弾性を有する係合片と、前記

立ち上がり部の先端からそれぞれ他方の 立ち上がり部と反対側に湾曲された
湾曲部とを有し、前記弾性係合部のうちの前記基部および前記立ち上がり部で構成される
部分は横断面コの字状をなし、前記係合片は切り起こし方向に凹となるように湾曲されて
おり、
　前記 立ち上がり部が前記２本の溝部にそれぞれ侵入し、前記

立ち上がり部が前記パネル状材の前記２本の溝部間の部分を挟むこととなるようにし
て前記パネル状材が前記支持材側に押し込まれることにより、前記係合片が前記パネル状
材に押されて弾性変形し、前記係合片の先端部が に押圧されている
ことを特徴とするパネル状材の取付構造。
【請求項５】
　前記弾性係合部は、前記 立ち上がり部の一部を、前記支持材から遠い側が切り残さ
れるようにして、 に切り起こしてなる弾性を有する係合片をさらに有し、
　この係合片の先端部が前記パネル状材の 前記溝部の

側壁面に押圧されている請求項４記載のパネル状材の取付構造
。
【請求項６】
　前記取付具の前記取付具本体部は、前記弾性係合部とは別個に設けられており、

前記パネル状材の裏面側に設け
られた溝部内に侵入して該溝部に当接し、前記パネル状材の重量を支えているパネル状材
受け部を有する請求項４または５記載のパネル状材の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、家屋等の建物の幕板、外装材、外装化粧板材、内壁材等のパネル状材を下地
材等の支持材に取り付けるためのパネル状材の取付具および取付構造に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
　従来、前記のようなパネル状材を下地材等の鉛直方向に立ち上がる支持材に取り付ける
取付構造としては、前記支持材に釘、ねじ等により取付具を取り付けた後、さらにこの取
付具にパネル状材を取り付けることにより、前記取付具を介して前記下地材にパネル状材
を取り付ける取付構造がよく用いられている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、前記従来のパネル状材の取付構造においては、パネル状材の取り付けが
面倒であったり、支持材に対するパネル状材の取付強度が十分でないという問題があった
。
【０００４】
　本発明は、このような従来の事情に鑑みてなされたもので、本発明の１つの目的は、家
屋等の建物の幕板、外装材、外装化粧板材、内壁材等のパネル状材の取り付けを簡単迅速
に行うことができるパネル状材の取付具および取付構造を提供することにある。
【０００５】
　本発明の他の目的は、支持材に対するパネル状材の取付強度を大きくすることができる
パネル状材の取付具および取付構造を提供することにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、支持材に対するパネル状材のガタ止め、緩み止めを図ることがで
きるパネル状材の取付具および取付構造を提供することにある。
【０００７】
　本発明のさらに他の目的は、以下の説明から明らかになろう。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明によるパネル状材の取付具は、パネル状材を支持材に取り付けるためのパネル状
材の取付具において、前記パネル状材は裏面側に 方向に延びる２本の溝部を設
けられており、 が該
パネル状材の大略厚さ方向に広がっているものであって、
　前記支持材に取り付けられる取付具本体部と、比較的に弾性に富む金属板を加工してな
る弾性係合部とを有してなり、
　前記弾性係合部は、大略パネル状材と平行に広がることとなるようにして前記取付具本
体部に取り付けられた基部と、この基部の

立ち上がり部の一部を、前記支持材から遠い側が切り残されるよう
にして他方の 立ち上がり部側に切り起こしてなる弾性を有する係合片と、前記

立ち上がり部の先端からそれぞれ他方の 立ち上がり部と反対側に湾曲された
湾曲部とを有し、前記弾性係合部のうちの前記基部および前記立ち上がり部で構成される
部分は横断面コの字状をなし、前記係合片は切り起こし方向に凹となるように湾曲されて
おり、
　前記 立ち上がり部が前記２本の溝部にそれぞれ侵入し、前記

立ち上がり部が前記パネル状材の前記２本の溝部間の部分を挟むこととなるようにし
て前記パネル状材が前記支持材側に押し込まれると、前記係合片が前記パネル状材に押さ
れて弾性変形し、前記係合片の先端部が 側壁面に押圧されることを特徴と
するものである。
【０００９】
　本発明によるパネル状材の取付構造は、取付具を介してパネル状材を支持材に取り付け
るパネル状材の取付構造において、
　前記パネル状材は裏面側に 方向に延びる２本の溝部を設けられていて、

が該パネル状材の大略厚
さ方向に広がっており、
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　前記取付具は、前記支持材に取り付けられる取付具本体部と、比較的に弾性に富む金属
板を加工してなる弾性係合部とを有してなり、
　前記弾性係合部は、大略パネル状材と平行に広がることとなるようにして前記取付具本
体部に取り付けられた基部と、この基部の

立ち上がり部の一部を、前記支持材から遠い側が切り残されるよう
にして他方の 立ち上がり部側に切り起こしてなる弾性を有する係合片と、前記

立ち上がり部の先端からそれぞれ他方の 立ち上がり部と反対側に湾曲された
湾曲部とを有し、前記弾性係合部のうちの前記基部および前記立ち上がり部で構成される
部分は横断面コの字状をなし、前記係合片は切り起こし方向に凹となるように湾曲されて
おり、
　前記 立ち上がり部が前記２本の溝部にそれぞれ侵入し、前記

立ち上がり部が前記パネル状材の前記２本の溝部間の部分を挟むこととなるようにし
て前記パネル状材が前記支持材側に押し込まれることにより、前記係合片が前記パネル状
材に押されて弾性変形し、前記係合片の先端部が に押圧されている
ことを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明においては、まず取付具を支持材に取り付ける。次に、適当な位置関係に合わし
た状態で、パネル状材を支持材側に押し込んで行く。すると、係合片がパネル状材に押さ
れて弾性変形し、係合片の先端部がパネル状材の大略厚さ方向に広がる各溝部の側壁面に
押圧される。ここにおいて、係合片は支持材から遠い側から近い側へ突出するとともに、
パネル状材の前記所定の面に対し凹となるように湾曲されているので、パネル状材が支持
材から離れる方向に移動されようとすると、係合片の先端部が各溝部の側壁面に一層食い
込もうとするので、パネル状材は支持材から離れる方向に移動できない。したがって、パ
ネル状材が取付具を介して支持材に強固に確実に取り付けられる。
【００１１】
　また、このパネル状材の取付構造においては、パネル状材を支持材側に押し込んで行く
だけでパネル状材を支持材に取り付けることができるので、パネル状材の取付作業を簡単
迅速に行うことができる。
【００１２】
　さらに、係合片がパネル状材に弾性的に押圧されるので、支持材に対するパネル状材の
ガタ止め、緩み止めを図ることができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて説明する。
【００１４】
【実施例】
　図１～１１は本発明の第一実施例を示し、このうち図１～９は本実施例における取付具
１、図１０および１１は本実施例におけるパネル状材２の取付構造を示している。なお、
本実施例におけるパネル状材２は、例えば一戸建ての家屋の外壁部において１階と２階と
の間や２階と３階との間の境界部等に設けられる幕板である。
【００１５】
　取付具１は、それぞれ元々は別々の部材からなる取付具本体部３と弾性係合部４とをス
ポット溶接により互いに結合してなる。前記取付具本体部３は、比較的に厚いステンレス
鋼板または鋼板等の比較的に強度が大きい金属板をプレス加工により成形してなり、矩形
状の平面状部５とこの平面状部５の上端に連続して形成されたパネル状材受け部６とを一
体的に有している。前記パネル状材受け部６は、取付具本体部３から表側（後述するよう
に取付具１にパネル状材２が取り付けられたとき、パネル状材２側となる側）に立ち上げ
られた立ち上がり部６ａと、この立ち上がり部６ａの先端側に連続して形成され、上方に
湾曲された爪状部６ｂとを有してなる。図２および９等に示されるように、前記取付具本
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体部３の平面状部５の上下方向中間部には、２個の位置決め突起７が設けられている。
【００１６】
　前記弾性係合部４は、比較的に薄いバネ性に富んだステンレス鋼板またはバネ鋼板等の
比較的に弾性変形し易い金属板をプレス加工により成形してなり、基部８、上側立ち上が
り部９、上側湾曲部１０、下側立ち上がり部１１および下側湾曲部１２を一体的に有して
いる（なお、本発明における取付具本体部３および弾性係合部４の構成材料は、前記例示
したものに限られることはない。）。前記基部８は細長い矩形状かつ平面状をなしており
、この基部８には２個の位置決め穴１３が設けられている。図２および９等に示されるよ
うに、前記弾性係合部４は、位置決め穴１３に位置決め突起７を嵌合されるとともに取付
具本体部３の平面状部５の表側に当接された状態で、取付具本体部３に適当点数スポット
溶接されている（スポット溶接部は図示していない）。これにより、弾性係合部４は取付
具本体部３に、該取付具本体部３の幅方向（横方向）に延びる状態で固定されている。
【００１７】
　なお、本実施例では、位置決め穴１３に位置決め突起７が嵌合することにより、スポッ
ト溶接時の取付具本体部３と弾性係合部４との位置合わせを容易に行うことができる。ま
た、本実施例では取付具本体部３に位置決め突起７、弾性係合部４に位置決め穴１３が設
けられているが、逆に取付具本体部３に位置決め穴１３、弾性係合部４に位置決め突起７
が設けられてもよい。
【００１８】
　前記上側立ち上がり部９は基部８の上端から表側へ直角方向に立ち上げられている。前
記上側湾曲部１０は上側立ち上がり部９の先端から上方に湾曲されている。前記下側立ち
上がり部１１は基部８の下端から表側へ直角方向に立ち上げられている。したがって、基
部８、上側立ち上がり部９および下側立ち上がり部１１は、横断面コの字状をなしている
。前記下側湾曲部１２は下側立ち上がり部１１の先端から下方に湾曲されている。
【００１９】
　前記上側立ち上がり部９には、該上側立ち上がり部９の一部を、該上側立ち上がり部９
の先端側が切り残されるようにして下方に切り起こしてなる係合片１４が１個形成されて
いる。前記係合片１４は切り起こし方向に凹となるように大略円弧状に湾曲されている。
前記下側立ち上がり部１１には、該下側立ち上がり部１１の一部を、該下側立ち上がり部
１１の先端側が切り残されるようにして上方に切り起こしてなる係合片１５と、該下側立
ち上がり部１１の一部を、該下側立ち上がり部１１の先端側が切り残されるようにして下
方に切り起こしてなる係合片１６とが１個ずつ形成されている。前記係合片１５，１６も
それぞれ切り起こし方向に凹となるように大略円弧状に湾曲されている。
【００２０】
　前記取付具本体部３の平面状部５のうちのパネル状材受け部６と弾性係合部４との間の
部分には、釘やねじを挿通するための取付穴１７が適当数設けられている。また、前記平
面状部５の上端付近の部分および下端部付近の部分には、弾性係合部４の板厚と同じ高さ
隆起されたリブ１８，１９がそれぞれ設けられている。
【００２１】
　本実施例におけるパネル状材２は、前記のように家屋の幕板として使用されるもので、
全体に横に細長いパネル状をなしており、図１０および１１に示されるように、このパネ
ル状材２の裏面側には、それぞれ横方向に延びる溝部２０，２１，２２が設けられている
。前記溝部２０の奥側には上方に陥入する上方陥入部２０ａが設けられている。
【００２２】
　次に、本実施例におけるパネル状材２の取付構造を図１０および１１を用いて説明する
。
【００２３】
　本実施例では、まず取付穴１７を通して下地材等の支持材２３に釘２４を打ち込んだり
、ねじをねじこむことにより、取付具１を、平面状部５の裏面が支持材２３に接するよう
にして、支持材２３の所定の位置に取り付ける。
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【００２４】
　次に、パネル状材２の溝部２０，２１，２２にパネル状材受け部６、上側立ち上がり部
９、下側立ち上がり部１１がそれぞれ侵入するようにして、パネル状材２を支持材２３側
に押し込んで行く。すると、パネル状材受け部６の爪状部６ｂが溝部２０の上方陥入部２
０ａの壁面に当接し、パネル状材２の重量をしっかり支えるようになる。また、これとと
もに、係合片１４，１５，１６がパネル状材２に押されて弾性変形し、係合片１４，１５
，１６の先端部が溝部２１，２２の側壁面２１ａ，２２ａ，２２ｂをそれぞれ押圧する。
なお、これらの側壁面２１ａ，２２ａ，２２ｂは大略パネル状材２の厚さ方向に広がって
いる。ここにおいて、係合片１４，１５，１６は支持材２３から遠い側が切り残されるよ
うにして切り起こされることにより、支持材２３から遠い側から近い側へ突出しており、
かつ切り起こし方向に凹となるように湾曲されている（言い換えれば、溝部２１，２２の
側壁面２１ａ，２２ａ，２２ｂに対して凹となるように湾曲されている）ので、パネル状
材２が支持材２３から離れる方向（図１０および１１における左方向）に移動されようと
すると、係合片１４，１５，１６の先端部が溝部２１，２２の側壁面２１ａ，２２ａ，２
２ｂに一層食い込もうとするので、パネル状材２は支持材２３から離れる方向に移動でき
ない。したがって、パネル状材２が取付具１を介して支持材２３に確実に強固に取り付け
られる。
【００２５】
　なお、本実施例では、２つの係合片１４，１５がパネル状材２の溝部２１，２２間の部
分を挟んでいること、および下側立ち上がり部１１に互いに逆方向に切り起こされた係合
片１５，１６が設けられており、これらの係合片１５，１６が溝部２２の上下の側壁面２
２ａ，２２ｂにそれぞれ押圧されているので、下側立ち上がり部１１も全体によじれるよ
うに弾性的に湾曲変形することにより、取付具１にパネル状材２がより一層強固に固定さ
れる。
【００２６】
　このパネル状材２の取付構造においては、上述のようにパネル状材２の溝部２０，２１
，２２にパネル状材受け部６、上側立ち上がり部９、下側立ち上がり部１１がそれぞれ侵
入するようにして、パネル状材２を支持材２３側に押し込んで行くだけで、パネル状材２
を支持材２３に取り付けることができるので、パネル状材２の取付作業を簡単迅速に行う
ことができる。
【００２７】
　さらに、係合片１４，１５，１６がパネル状材２に弾性的に押圧されるので、支持材２
３に対するパネル状材２のガタ止め、緩み止めを図ることができる。
【００２８】
　なお、本実施例において、上側湾曲部１０および下側湾曲部１２は、パネル状材２を支
持材２３側に押し込む際、パネル状材２の溝部２１，２２に上側立ち上がり部９、下側立
ち上がり部１１がそれぞれ侵入し易くする機能を果たす。
【００２９】
　図１２～１６は本発明 例を示し、このうち図１２～１５は本 例におけ
る取付具１、図１６は本 例におけるパネル状材２の取付構造を示している。なお、本

例におけるパネル状材２も、家屋の外壁部に設けられる幕板である。
【００３０】
　本 例においては、取付具１は、それぞれ別々の部材からなる取付具本体部３と上側
弾性係合部２４および下側弾性係合部２５とをスポット溶接により互いに結合してなる。
前記取付具本体部３は、前記第一実施例の場合と同様に、比較的に厚いステンレス鋼板ま
たは鋼板等の比較的に強度が大きい金属板をプレス加工により成形してなり、平面状部５
とこの平面状部５の上端付近かつ左右両端部に形成された左右一対のパネル状材受け部６
とを一体的に有している。各パネル状材受け部６は取付具本体部３から表側に立ち上げら
れた立ち上がり部６ａと、この立ち上がり部６ａの先端側に連続して形成され、上方に湾
曲された爪状部６ｂとをそれぞれ有してなる。
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【００３１】
　前記上側および下側弾性係合部２４，２５は、ともに比較的に薄いバネ性に富んだステ
ンレス鋼板またはバネ鋼板等の比較的に弾性変形し易い金属板をプレス加工により成形し
てなる。前記上側弾性係合部２４は、基部２６、上側立ち上がり部２７および上側湾曲部
２８を一体的に有している。前記基部２６は細長い矩形状かつ平面状をなしており、取付
具本体部３の平面状部５の上端部の表側に当接された状態で適当点数スポット溶接されて
いる（スポット溶接部は図示していない）。これにより、上側弾性係合部２４は取付具本
体部３の上端部に、該取付具本体部３の幅方向に延びる状態で固定されている。前記上側
立ち上がり部２７は基部２６の上端から直角方向に立ち上げられている。前記上側湾曲部
２８は上側立ち上がり部２７の先端から上方に湾曲されている。前記上側立ち上がり部２
７には、該上側立ち上がり部２７の一部を、該上側立ち上がり部２７の先端側が切り残さ
れるようにして下方に切り起こしてなる係合片２９が形成されている。前記係合片２９は
切り起こし方向に凹となるように大略円弧状に湾曲されている。他方、前記下側弾性係合
部２５は、基部３０、下側立ち上がり部３１および下側湾曲部３２を一体的に有している
。前記基部３０は細長い矩形状かつ平面状をなしており、取付具本体部３の平面状部５の
下端部の表側に当接された状態で適当点数スポット溶接されている（スポット溶接部は図
示していない）。これにより、下側弾性係合部２５は取付具本体部３の下端部に、該取付
具本体部３の幅方向に延びる状態で固定されている。前記下側立ち上がり部３１は基部３
０の下端から直角方向に立ち上げられている。前記下側湾曲部３２は下側立ち上がり部３
１の先端から下方に湾曲されている。前記下側立ち上がり部３１には、該下側立ち上がり
部３１の一部を、該下側立ち上がり部３１の先端側が切り残されるようにして上方に切り
起こしてなる係合片３３が２個形成されている。前記係合片３３は、ともに切り起こし方
向に凹となるように大略円弧状に湾曲されている。
【００３２】
　前記取付具本体部３には、前記第一実施例の場合と同様に釘２４やねじを挿通するため
の取付穴１７が設けられている。また、前記取付具本体部３には、前記第一実施例の場合
と同様に上側および下側弾性係合部２５の板厚と同じ高さ隆起されたリブ１８，１９が設
けられている。
【００３３】
　本 例におけるパネル状材２は、前記のように家屋の幕板として使用されるもので、
全体に横に細長いパネル状をなしており、図１６に示されるように、このパネル状材２の
裏面側には、横方向に延びる溝部２０が設けられている。この溝部２０は前記第一実施例
における溝部２０と同様の横断面形状をなしている。
【００３４】
　次に、本 例におけるパネル状材２の取付構造を図１６を用いて説明する。本 例
においても、まず取付穴１７を通して支持材２３に釘２４を打ち込んだり、ねじをねじこ
むことにより、取付具１を支持材２３の所定の位置に取り付ける。
【００３５】
　次に、パネル状材２の溝部２０にパネル状材受け部６が侵入するとともにパネル状材２
が上側立ち上がり部２７と下側立ち上がり部３１との間に侵入するようにして、パネル状
材２を支持材２３側に押し込んで行く。すると、パネル状材受け部６の爪状部６ｂが溝部
２０の上方陥入部２０ａの壁面に当接し、パネル状材２の重量をしっかり支えるようにな
るとともに、係合片２９，３３が弾性変形し、係合片２９，３３の先端部がパネル状材２
の上下の外端面（これらの外端面はパネル状材２の厚さ方向に広がっている）を押圧する
。ここにおいて、係合片２９，３３は、支持材２３から遠い側が切り残されるようにして
切り起こされることにより、支持材２３から遠い側から近い側へ突出しており、かつ切り
起こし方向に凹となるように湾曲されている（言い換えれば、パネル状材２の上下の外端
面に対して凹となるように湾曲されている）ので、パネル状材２が支持材２３から離れる
方向（図１６における左方向）に移動されようとすると、係合片２９，３３の先端部がパ
ネル状材２の上下の外端面に一層食い込もうとするので、パネル状材２は支持材２３から
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離れる方向に移動できない。したがって、パネル状材２が取付具１を介して支持材２３に
確実に強固に取り付けられる。
【００３６】
　本 例においても、パネル状材２を支持材２３側に押し込んで行くだけで、パネル状
材２を支持材２３に取り付けることができるので、パネル状材２の取付作業を簡単迅速に
行うことができる。
【００３７】
　さらに、係合片２９，３３がパネル状材２に弾性的に押圧されるので、支持材２３に対
するパネル状材２のガタ止め、緩み止めを図ることができる。
【００３８】
　また、本 例では、上側および下側弾性係合部２４，２５を侵入させるための溝部を
パネル状材２の裏面側に設ける必要がない。
【００３９】
　なお、本 例においても、取付具本体部３並びに上側および下側弾性係合部２４，２
５の構成材料は、前記例示したものに限られることはない。
【００４０】
　また、前 施例においては、パネル状材２の裏面に設けられた溝部２０に侵入してパ
ネル状材２の重量を支えるパネル状材受け部６が設けられているが、本発明においては必
ずしもこのようなパネル状材受け部を設けなくてもよい。また、同等の機能を果たすパネ
ル状材受け部が、パネル状材の裏側に設けられた溝部ではない場所でパネル状材を支持す
るようにしてもよい。
【００４１】
　また、本発明においては、弾性係合部およびパネル状材受け部の形状は、前 施例の
弾性係合部４，２４，２５およびパネル状材受け部６ような形状に限定されるものではな
い。
【００４２】
　また、前 施例においては、取付具本体部３と弾性係合部４とを別々の部材とし、こ
れをスポット溶接して互いに結合しているが、スポット溶接以外の手段で取付具本体部と
弾性係合部とを互いに結合してもよいし、両者を同一部材から一体的に形成してもよい。
【００４３】
　また、前 施例は、パネル状材２が家屋の階上階下の境界部に取り付けられる幕板で
ある場合の例であるが、本発明は、他の種の幕板、外装材、外装化粧板材、内壁材等の他
の種のパネル状材を支持材に取り付けるパネル状材の取付具および取付構造にも適用でき
るものである。
【００４４】
【発明の効果】
　以上のように本発明は、
　（ａ）パネル状材の取り付けを簡単迅速に行うことができる、
　（ｂ）支持材に対するパネル状材の取付強度を大きくすることができる、
　（ｃ）支持材に対するパネル状材のガタ止め、緩み止めを図ることができる、
等の優れた効果を得られるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第一実施例における取付具を示す斜視図である。
【図２】　前記取付具を示す正面図である。
【図３】　前記取付具を示す側面図である。
【図４】　前記取付具を示す平面図である。
【図５】　前記取付具を示す底面図である。
【図６】　前記取付具を示す背面図である。
【図７】　図１のＶＩＩ－ＶＩＩ線における断面図である。
【図８】　前記取付具の弾性係合部を示す拡大断面図である。
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【図９】　図２のＩＸ－ＩＸ線における拡大断面図である。
【図１０】　前記第一実施例におけるパネル状材の取付構造を示す断面図である。
【図１１】　前記パネル状材の取付構造の一部を示す拡大断面図である。
【図１２】　本発明 例における取付具を示す正面図である。
【図１３】　図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線における断面図である。
【図１４】　前記 例の取付具の上側弾性係合部付近を示す拡大断面図である。
【図１５】　前記 例の取付具の下側弾性係合部付近を示す拡大断面図である。
【図１６】　前記 例におけるパネル状材の取付構造を示す断面図である。
【符号の説明】
　　１　　取付具
　　２　　パネル状材
　　３　　取付具本体部
　　４　　弾性係合部
　　６　　パネル状材受け部
　　７　　位置決め突起
　　８　　基部
　　９　　上側立ち上がり部
　１０　　上側湾曲部
　１１　　下側立ち上がり部
　１２　　下側湾曲部
　１３　　位置決め穴
　１４，１５，１６　　係合片
　２０，２１，２２　　溝部
　２３　　支持材
　２４　　上側弾性係合部
　２５　　下側弾性係合部
　２７　　上側立ち上がり部
　２９　　係合片
　３１　　下側立ち上がり部
　３３　　係合片
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】
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